
奄美の自然と海（弁護士深谷直史）
奄美大島の自然と文化を紹介する三部作、第二弾です。

昨年になりますが、休暇をとって奄美大島に行ってきました。奄美大島と言えば、海です。

奄美の海

せっかくなので、ダイビングと海水浴に行ってきました。海はとってもマリンブルーです。

https://saitamasogo.jp/archives/91449
https://www.amami-tourism.org/


ダイビングでは、ガイドさんと一緒に潜り、海の中を探検します。濁りのない奄美の海では、いろんな生物を観察することができます。カ
クレクマノミ等の熱帯魚や、サンゴ礁を観察することができました。運が良ければウミガメと一緒に泳ぐこともできるようです。

海水浴ができるビーチもあり、浜辺でのんびり過ごすのもおすすめです。私が行った海岸の近くには、小さな水族館もありました。奄美の
海を学ぶことができ、ウミガメの餌やり体験もできます。

大浜海浜公園



奄美の植物

奄美大島には、金作原（きんさくばる）という巨大な原生林が残されています。天然の亜熱帯広葉樹が多く残されており、巨大ヒカゲヘゴ
などが観察できます。

巨大ヒカゲヘゴ
また、奄美といえばマングローブ林です。マングローブとは、熱帯地域の汽水域（海水と淡水が混ざるエリア）に生育する植物の総称で、
日本では奄美大島や西表島（沖縄）などの南西諸島でしか観察することができません。奄美の多様な生態系を守る大事な存在です。

https://www.kagoshima-kankou.com/guide/10199
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%82%AB%E3%82%B2%E3%83%98%E3%82%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%96


奄美大島では、マングローブ林をカヌーに乗って探検をすることができます。

マングローブ林

奄美の動物

その他、奄美大島で希少な動植物をたくさん観察することができました。写真に収めてきましたので、その一部を紹介して、今回は終わり
とします。



リュウキュウコノハズク
リュウキュウコノハズク

フクロウの仲間で、人間の手のひらサイズの大きさ。

リュウキュウアオバズク
リュウキュウアオバズク

まん丸の目が特徴のフクロウ

https://hirakawazoo.jp/zookan/%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%82%B3%E3%83%8E%E3%83%8F%E3%82%BA%E3%82%AF/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%83%90%E3%82%BA%E3%82%AF


ルリカケス
ルリカケス

カラスの仲間で、鮮やかな青色が特徴。マングローブ林や山近くで飛んでいるのを観察できました。日本固有種（奄美大島、徳之島）。

アマミイシカワガエル
アマミイシカワガエル

清流に生息するカエル。その模様は、「日本一美しいカエル」と称されることも。奄美大島固有種

https://hirakawazoo.jp/zookan/%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%82%B1%E3%82%B9/
https://www.pref.kagoshima.jp/bc05/hakubutsukan/tennen/ken/24ishikawa-gaeru.html


アマミノクロウサギ
アマミノクロウサギ

特別天然記念物。日本固有種（奄美大島、徳之島）。

ノネコ
ノネコ

飼い猫が脱走してしまって野生化した野良猫。奄美の希少動物を食べてしまう厄介者。

弁護士　深谷　直史

https://www.env.go.jp/nature/kisho/hogozoushoku/amaminokurousagi.html
https://www.env.go.jp/nature/kisho/noneko.html
https://saitamasogo.jp/fukayanaofumi


アマミノクロウサギ（弁護士深谷直史）
奄美大島の自然と文化を紹介する三部作、第一弾です。

昨年になりますが、休暇をとって奄美大島に行ってきました。

海がきれいで天気も快晴、吹く風が気持ちよい、素晴らしい旅行になりました。

見どころたくさんの奄美大島ですが、お目当てはアマミノクロウサギ。

アマミノクロウサギは日本固有種のウサギで、南西諸島の奄美大島と徳之島にしか生息していません。ウサギにしては小さい耳と真っ黒な
体が特徴です。森の中で穴を掘って巣作りをしているため、かわいらしい顔に似合わず、手足には鋭い爪を持っています。

ウサギの仲間のなかでも最も原始的な体型をしていることから、「生きた化石」とも呼ばれています。

アマミノクロウサギ
特徴には個体差があり、上記写真の個体は手の先が白っぽい

大正１０年に国の天然記念物に指定され、特別天然記念物（動物だと現在２１種が指定、文化財保護法第１０９条２項）にもなっている、
世界的に見てもとても希少な生物です。ただ、絶滅危惧種でもあり、近年では個体数の減少が続いていました。

なぜ絶滅危惧種となったのか？

その理由が、ハブの駆除を目的に導入されたマングースです。

https://saitamasogo.jp/archives/91446
https://www.amami-tourism.org/
https://www.env.go.jp/nature/kisho/hogozoushoku/amaminokurousagi.html
https://www.jataff.or.jp/monument/
https://kyushu.env.go.jp/okinawa/awcc/mongoose.html


ハブ
ハブは猛毒を持つ恐ろしい毒ヘビで、奄美大島や沖縄本島をはじめとした南西諸島にのみ生息する日本固有種です。人間がハブを恐れて山
に入らなかったため、奄美の自然が守られているのもハブのおかげとも言われています。奄美の生態系のトップに君臨するハブですが、人
間はハブの駆除のためにマングースを導入しました。

マングースはインド辺りに生息しているイタチの仲間です。小さな体で可愛らしい見た目をしていますが、性格は凶暴な肉食獣です。ある
東大教授が海外視察中に、マングースがコブラ（これも怖い毒ヘビ）と闘うショーを見てしまったことをきっかけに、マングースがハブの
退治に役立つと思われてしまい、日本の南西諸島にも導入されたのです。

奄美大島には、もともとクマやイタチなどの肉食哺乳類が存在しません。哺乳類はウサギやネズミなど、みんな草食で夜行性なのです。み
んな争わず仲良く暮らしていた中に、肉食獣のマングースが入ってきたものですから、希少種の哺乳類や鳥類がたちまち餌食になります。
マングースもハブが怖いですから、ハブなんかわざわざ狙いません。

このマングースの導入により、奄美の生態系バランスが崩れ、アマミノクロウサギの生息数も減少し続けたのでした。

アマミノクロウサギの個体数回復

反面、マングースはどんどん数を増やしていき生息域も広げていきますが、奄美の自然を守るため駆除されるようになりました。もともと
は人間の都合で奄美に来てしまったのに、何だかかわいそうです。

地道な防除活動の甲斐があって、近年では奄美大島でマングースの生息が確認されていません。２０２４年９月には、奄美大島におけるマ
ングースの「根絶宣言」も出される予定だそうです。沖縄本島など、マングースが導入された地域は数多くありますが、完全な防除が完了
した地域は世界でも珍しいケースです。

マングースの根絶が実現できたおかげなのか、アマミノクロウサギの生息数は増加傾向にあります。

私も、一晩で３０羽近くのアマミノクロウサギに会うことができました。希少生物と聞いていたので、意外とたくさんいてびっくりです。

アマミノクロウサギの観察

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%96_(%E5%8B%95%E7%89%A9)


野生のアマミノクロウサギを観察するのにおすすめなのが、ナイトツアーです。仕組みはとてもシンプルで、奄美の自然を知り尽くしてい
るガイドさんと一緒に軽自動車に乗せられて、奄美の山道を散策するというものです。奄美大島では、ガイドさんに独自の認定制度を設け
ており、奄美の自然環境保全のための知識を市民に広める活動をしています。

私も認定ガイドさんのツアーに参加しましたが、とにかく話が面白い！観察スポットを知り尽くし、奄美のジャングルを一緒に探検するこ
とができます。奄美の自然や歴史への大きな愛を感じることができました。そのガイドさんは、ハブに９回噛まれたことがあるそうで、傷
跡の写真も見せてもらいましたが、ハブに噛まれるととても痛そうです。

ジープに乗せてもらって探検をするナイトツアーもあるようですが、車の騒音がうるさく野生動物を遠ざけてしまうこともあるようですの
で、ご注意を。認定ガイドさんのツアー、おすすめです。

ハブとマングースの生態は、奄美観光ハブセンターで学ぶことができます。展示がとってもユニークで、面白いです。一生使うことはない
でしょうが、ハブの捕まえ方も勉強できます。

ぜひ、アマミノクロウサギに会いに行こう！

弁護士　深谷　直史

なんでも相談会に参加して（弁護士谷川生子）
４月２７日（土）、浦和ＰＡＲＣＯで開かれた「いのちと暮らしを守るなんでも相談会」に参加しました。

法律相談はそれなりにアドバイスできますが、生活相談へのアドバイスは難しく、生活保護受給中の方から、ガス代を滞納してガスを止め
られているという相談を受けて、うーん、と首をひねるしかありませんでした。

物価高騰で、生活保護という最後の砦が砦ではなくなっています。

相談者の苦しい生活状況や心境に耳を傾けるくらいしかできませんが、今後もできる限りお手伝いしたいと思います。

弁護士　谷川　生子

https://www.kagoshima-kankou.com/guide/70266
https://saitamasogo.jp/fukayanaofumi
https://saitamasogo.jp/archives/91366
https://inoti-kurasi-soudan.jimdofree.com/
https://saitamasogo.jp/tanikawaseiko


実録！詐欺師からの電話（弁護士　竹内和正）
仕事中、僕の携帯電話に＋81の電話番号から国際電話がかかってきました。基本的に、知らない番号からの電話にはでないのですが、あ
まりの忙しさから勢いで電話に出てしまったところ、警察を名乗る者からの電話でした。
警察官は、僕の名前と住所を正確に述べた上で、「去年の８月９日に楽天カードで作られたあなた名義のカードが詐欺の犯人宅でみつかり
ました。警察の手続きに従わないと、財産をすべて没収されることになります。」と言いました。「えー！財産をすべて没収ですか！？そ
んなことができるんですか！？」と話を続け、受け子の人に法律事務所まで没収しにきてもらおうかと思いましたが、住所まで知られてい
るからなと思いなおし、名前と所属を聞いてこちらからまたかけなおしますと電話を切りました（なお、警察官は電話をきることを強硬に
拒んできました。きっと、電話は切らせてはいけないというマニュアルになっているのですね。）。
突然の電話には、とにかく一度電話を切って周囲の人に相談することが大切です。
詐欺師の手は弁護士のところにまで及んできています。みなさん、気を付けましょう。

弁護士　竹内和正

万城目学さん「八月の御所グラウンド」（弁護士　伊須慎一郎）
別れを告げられた彼女から、「あなたには、火がないから」と告げられた大学生。

ちゃんと生きていない大学生の心に炎を着火したのは、戦争で命を奪われた３人の男たちだった。

「鴨川ホルモー」で「ゲロンチョリー」と言っていた万城目さん、小説家って、奥深いですね。

私は、「たまひで杯」第三戦、1点リードした7回裏、それまでサイドスローで投げていた「えーちゃん」がオーバースローから、つむじ
風を巻くようなフォームで快速球を投げ込む場面に感情移入します。

そのダイナミックなフォームと快速球を奪ったのは誰か。

是非、みなさん、読んでください。

弁護士　伊須慎一郎

https://saitamasogo.jp/archives/91325
https://saitamasogo.jp/takeuchikazumasa
https://saitamasogo.jp/archives/91292
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B4%A8%E5%B7%9D%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%9F%8E%E7%9B%AE%E5%AD%A6
https://saitamasogo.jp/isushinichiro


趣里と笠置シヅ子（弁護士　髙木太郎）
最近、ずっとNHKの朝ドラを見ている。
３月で終了するが、今は、「ブギウギ」。戦後、「東京ブギウギ」で一世を風靡した、笠置シヅ子をモデルにしたドラマだ。

１９６１年生まれの私でも、「歌番組にコメンテーターで出ていた、人の好さそうな小母さん」というイメージしかなかったが、戦前、戦
中、戦後を生き抜いた大歌手だったということを知った。
弟は戦死している。「お国のため」と歌う「大空の弟」は、失意の笠置に服部良一が送った曲とのこと。軍歌ゆえに戦後忘れられていたが、
背景を知れば、遺族の悲しみ、苦しみもより伝わる。

趣里は秀逸だった。笠置シヅ子はこんな人だったに違いないと、自分の中の笠置シヅ子像が趣里によって出来上がってしまった。
オーディションで、歌はイマイチだったが、その演技力ゆえに採用されたらしい。
歌もその後の特訓があったそうで、すばらしいものだった。伊藤蘭・水谷豊の娘だから、歌の才能もあったのでしょう。

４月からは、日本初の女性弁護士、女性裁判官である三淵嘉子をモデルにした「虎に翼」。
自分の毎朝のルーティンに変更はない。

弁護士　髙木　太郎

【コラム】よろしくお願いします。(弁護士　宮本澄香)
はじめまして、２０２２年１２月より埼玉総合法律事務所に入所いたしました、弁護士の宮本澄香（みやもとすみか）と申します。

フレッシュ新人弁護士としてご挨拶したいのですが、社会人経験を経て弁護士となったため、既に３０歳をいくつか過ぎており、初々しさ
を前面に出してご挨拶するにはややはばかられる面があります。

出身は京都ですが、物心つかない内に奈良に移り、その後は北海道（札幌）、東京、そして埼玉と移り住んできました。
「都」「道」「府」「県」と名の付く場所に、少なくとも一度は住んだことがあるというのが、密かな自慢です。

私は、大学卒業後、約５年間障害者福祉施設（就労支援施設）の支援員を務めていました。社会福祉士及び公認心理師の資格も保有してい
ます。

前職の仕事は、弁護士業とは全く違う分野と言われることも多いのですが、対人支援職という点では共通する部分が多いと感じています。
アプローチの方法は違えども、ご依頼者の方と対話しながら、人生を前に進めるお手伝いをするという点において、両者には似た部分があ
るのではないでしょうか。

https://saitamasogo.jp/archives/91274
https://www.nhk.jp/p/boogie/ts/NLPYVZYM29/
https://columbia.jp/kasagi/
https://columbia.jp/artist-info/kasagi/prof.html
https://www.asahi.com/articles/ASMC835D3MC8PTFC009.html
https://ryoichi-hattori.com/
https://topcoat.co.jp/shuri
https://trysome.jp/artist/ito-ran
https://trysome.jp/artist/mizutani-yutaka
https://www.meiji.ac.jp/history/meidai_sanmyaku/thema/article/mkmht0000002myit.html
https://www.nhk.jp/p/toranitsubasa/ts/LG372WKPVV/
https://saitamasogo.jp/takakitaro
https://saitamasogo.jp/archives/91211
https://www.shakyo.or.jp/guide/shikaku/setsumei/01.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html


前職の経験もあり、障害者の権利問題や、ひきこもり問題等に興味があります。
また、学生時代は美術部に所属しており、美術への興味関心から著作権関連事件も積極的に引き受けていきたいと考えています。
とはいえ、新人時代には一つの分野に拘らず、多様な事件に関わることで成長していきたいと思います。
今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士　宮本　澄香

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）

【コラム】弁護士１年目を振り返って（弁護士　深谷直史）
今年の５月で、弁護士になって１周年を迎えることができました。２年目に突入です。
１年間、長いようで短かったような気がします。今年に入ってからも、心に残る出来事はたくさんありました。

１月から３月にかけては、法教育イベントに参加して毎週のように小中学校に行っていました。
生徒たちには、課題発見の授業と称して、「ルール作り」や「議論のしかた」について学んでもらいます。
普段の学校の授業で習わないことですので、子どもたちも一生懸命に考えて意見を言ってくれます。
みんなとても積極的なので、弁護士は傍で見ているだけのことが多いです。

学校教育のシステム上、「どんな校則も守らないといけない。」「先生の言うことやルールは絶対だ。」と思ってしまっている生徒たちも
非常に多いです。
法教育の授業では、弁護士が教室にやってきて、生徒たちに、「本当にこの校則は要るのかな？」、「どんなルールがあるといいかな？」
と問いかけ、生徒たちの新たな視点と自主性を育むことを目的としています。将来の日本の民主主義を担う子どもたちを育てる一助になっ
ていると思って、これからも法教育の活動は続けていきたいと思います。

今年度は、ご縁もあって、埼玉弁護士会の調査局も務めることになりました。
尾崎執行部のもと、様々な弁護士会主催のイベントのお手伝いもしています。
目の前のことに一生懸命に取り組み、新しいことにもチャレンジする２年目にしたいと思います。

弁護士　深谷　直史

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）

https://saitamasogo.jp/miyamoto_sumika
https://saitamasogo.jp/archives/91204
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/education/purpose.html
https://www.saiben.or.jp/
https://saitamasogo.jp/fukayanaofumi


【コラム】入管法改定（弁護士　鈴木満）
本年６月９日、多くの反対がある中、出入国管理及び難民認定法（入管法）の改定案が参議院本会議で強行採決により可決され、成立して
しまいました。

私は、この改定の内容には、様々な問題があると考えていますが、その一つが、改定前から存在する、送還停止効と呼ばれる難民認定申請
者に対する強制送還を禁止する定めに例外を設け、３回目以降の難民認定申請者は、一部の場合を除き、難民認定手続き中であったとして
も送還が可能となる点です。

難民認定申請者の子どもたちの中には、現時点で、すでに２回以上難民認定申請を行っている子どももいます。また、日本で生まれ育った
子どもであっても、すでに３回目の難民認定申請手続きを終えた子どももいます。

そのため、改定された入管法では、日本で生まれ育ち、他の国にも行ったことがないような子どもですら、その意に反して、日本から退去
させられる可能性があります。

アメリカでは、大学等で、非自発的な帰国が青少年に与える影響について研究がなされているそうです。
その研究では、強制送還のような非自発的な帰国は、青少年の成長過程に大きなマイナスの影響を与えるだけでなく、心理的な衝撃を与え、
長期的な精神的トラウマを生む極めて非人間的なものであると認識されているそうです。

改定された入管法の施行は来年ですが、今回の改定によって、非人道的な不当な扱いを受ける外国人が増えないように、今後の動向を注視
していきたいと思います。

弁護士　鈴木　満

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）

【コラム】付添人活動（弁護士　南木ゆう）
少年事件における付添人活動は、成人の刑事事件の弁護活動と重なる部分もありますが、より多岐にわたります。
それは、少年法の目的が、処罰ではなく「健全育成」にあり、付添人の活動の目的が、「少年の更生」の援助にあるからです。

昨今、特殊詐欺の受け子・出し子や、組織的な強盗事件の実行犯役に少年が関与している事件が多くなってきています。

https://saitamasogo.jp/archives/91193
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/07_00035.html#:~:text=%EF%BC%88%EF%BC%91%EF%BC%89%E9%9B%A3%E6%B0%91%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%80%85%E6%95%B0&text=%E3%81%AF%EF%BC%93%EF%BC%8C%EF%BC%97%EF%BC%97%EF%BC%92%E4%BA%BA%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E5%89%8D%E5%B9%B4%E3%81%AB%E6%AF%94%E3%81%B9%E3%81%A6,%E3%83%91%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/07_00035.html#:~:text=%EF%BC%88%EF%BC%91%EF%BC%89%E9%9B%A3%E6%B0%91%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%80%85%E6%95%B0&text=%E3%81%AF%EF%BC%93%EF%BC%8C%EF%BC%97%EF%BC%97%EF%BC%92%E4%BA%BA%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E5%89%8D%E5%B9%B4%E3%81%AB%E6%AF%94%E3%81%B9%E3%81%A6,%E3%83%91%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://saitamasogo.jp/suzukimitsuru
https://saitamasogo.jp/archives/91191
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000168


SNSの普及によりバイト感覚で容易に犯行に至ってしまうという問題点が指摘されていますが、少年事件に付添人として携わっていると、
やはり家庭環境の影響が大きいことを実感します。

家族との関係が上手くいっておらず、家庭に居場所がない少年や、両親を早くに亡くし、適切な保護者不在のまま社会から取り残されてい
る少年にも出会います。
このような少年は、得てして自己肯定感が低く、将来の夢を持つことも、自分の人生を大事に思うこともできなくなっています。

付添人として、少年に様々な視点から働きかけることはもちろんですが、社会資源(少年の更生に役立つと思われる全ての人的・物的資
源)をいかに開拓するかというのも付添人の大事な活動の1つです。
自分の責任だと落ち込んでしまっている母親を励ましたり、「少年院で叩き直してもらえば良い」等と保護者としての責任を放棄して、面
会にすら行こうとしない父親を説得することもあります。

自己満足かもしれないとは思いつつも、最近は3ヶ月に1回、適切な保護者のいない少年の授業参観や行事に参加するため少年院に通って、
少年の成長を見守っています。

弁護士　南木　ゆう

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）

https://saitamasogo.jp/minakiyu

